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　国民健康保険の財政運営は、県全体で財政赤字を削減・解消すること、及び保険料
水準の統一等を示した「三重県国民健康保険運営方針」に基づき行っています。
　将来的には、三重県内のどこに住んでいても、所得や世帯構成が同じであれば保険
料も同じになるよう、令和11年度までに一定の幅を設けたうえで標準保険料率への
統一を目指しています。
　朝日町でも、財源の見直しを進めながら、計画的・段階的に保険料率を見直してい
くことが最重要課題であり、令和７年度の国民健康保険料率を以下のとおり改訂する
こととなりましたので、ご理解をお願いいたします。

　均等割額・平等割額の軽減措置
　世帯の総所得金額が、一定の基準以下の場合「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。
　この軽減を受けるには、前年分の所得を申告していることが必要です。今年度の軽減の基準については、納付通
知書同封の文書「令和７年度　朝日町国民健康保険料のお知らせ」をご覧ください。

　未就学児の均等割額の軽減措置
　子育て世代の経済的負担軽減の観点より、令和４年度から未就学児の均等割額に
ついて２分の１が軽減されています。（上記の均等割額軽減措置が適用される場合
は、軽減後の未就学児の均等割額からさらに２分の１が軽減されています。）

※国保加入者（被保険者）の年齢等に応じて、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれで計算した
額を合算し、国保加入者がいる世帯の世帯主（納付義務者）に賦課されます。

●令和７年度の新しい保険料率

国民健康保険料率 の改定について

所得割額

資産割額

均等割額

平等割額
賦課限度額

3.71％

16.51％

26,100円

21,900円
65万円

4.80％

20.64％

30,400円

20,500円
66万円

2.05％

9.56％

13,200円

10,100円
24万円

2.26％

9.70％

13,800円

9,200円
26万円

1.63％

11.90％

13,800円

7,300円
17万円

1.82％

12.39％

14,000円

7,000円
17万円

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

介 護 納 付 金 分
国 保 に 加 入 す る
40歳以上65歳未満の方

後期高齢者支援金分
国 保 に 加 入 す る
す べ て の 方

医 療 分
国 保 に 加 入 す る
す べ て の 方

所得に対して

固定資産税に
対 し て

加 入 者 １ 人
当 た り

１世帯あたり

問い合わせ先　保険福祉課　TEL 377－5659
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